
なお、駐車については、次の事項を遵守いたします。 

１. 駐車については、八幡浜市駐車場条例、係員の指示等に従う。 

２. 駐車場における盗難、車両の破損その他の損害については、市は責任を負わない。 

３. 使用期間の満了、解約または解除後、使用者は代替駐車場、代替駐車区画を求めない。 

４. 使用料を１ヵ月以上滞納した場合、駐車場使用の許可を取り消され、訴訟手続きによる請

求、強制執行の措置を受けても異議はありません。また、裁判上の紛争が生じた場合は八

幡浜市を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

５. 滞納発生時には市の保有する個人情報のうち、債権の管理に必要な情報を市が利用するこ

とに同意します。（個人の申し込みの場合に限る。） 
  

  上記のとおり「双岩駐車場」の定期駐車使用を申し込みます。 

 

令和    年    月    日 

 

氏  名                          ㊞ 

八幡浜市長  大 城 一 郎    様 

双岩駐車場定期駐車使用申込書 

住 所 

〒 
勤   

務     

先  

会社名 

 

ふりがな  電 

 

話 

 

所属名 

氏 名  電  話 
 

納付書及び 

各種文書等 

発   送   先 

（上記の住所と異なる場合のみ記入してください。） 

車    種 

普 通 車          台 

小 型 車          台 

軽自動車               台 

車両番号  

使用期間 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

ただし、期間満了１ヶ月前までに、双方より特段の

意思表示がない場合、同一条件で引き続き 2年間継

続されたものとし、その後も同様とする。 

駐車区画  

駐 車 場 

使 用 料 

月 額１区画につき 

  ３，３００円 
備  考 

車 検 証 の 

写し添付 

納入方法 納 付 書  ／  口 座 振 替 


